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南伊勢町燃えるごみ指定袋仕様書 

 

本仕様は、南伊勢町指定ごみ袋（以下「指定袋」という）の作成業務委託について、次の

とおり定める。 

 

１ 業務内容 

  本業務は、本仕様書２以下に定めるところにより、町の指示により指定袋を作成する委

託業務である。 

 

２ 指定袋の発注数 

  本業務の発注数は、10 枚入り袋で次のとおりとする。 

① 燃えるごみ袋 45 ㍑（大）    400,000 枚 

② 燃えるごみ袋 30 ㍑（中）    500,000 枚 

③ 燃えるごみ袋 15 ㍑（小）    400,000 枚 

   

 

３ 指定袋の納入場所 

  本業務の納入場所は、さいたエコ・センターに納入するものとする。 

 

４ 指定袋の規格 

  （１）指定袋の大きさの種類 

    (大)４５㍑ ・・・別紙１ 

    (中)３０㍑ ・・・別紙２ 

    (小)１５㍑ ・・・別紙３ 

  ※結び部分はごみを入れた状態で指定の容量が確保できるとともに、結びやすいよう

に、大きさ、形状を適正調整すること。 

  ※印字内容については別紙（袋及び梱包箱写真）を参考とすること。 

 

（２）指定袋の厚さ・強度 

    指定袋の厚さは、0.025 ミリメートル以上とし、厚みの測定は、JIS 規格 Z 1702

【包装用ポリエチレンフイルム】の 7.3 に規定する方法による。※ 

  ※ 引張強度は、JIS 規格 Z 1702 の 7.5 の引張試験に準拠していること。 

   

（３）指定袋の材質は各種とも「高密度ポリエチレン(ＨＤ)」とする。ただし、環境材

料を含んだ高密度ポリエチレン袋も可能とする。 

 



  （４）指定袋の色は、各種とも「黄色半透明※」とする。 

   ※ 黄色半透明は、ＰＥＸ３３５２相当色を使用し、指定袋の中身が識別できる程度

の透明度を確保(新聞紙の活字が袋越しに読める程度の透明度を確保)すること。 

 

  （５）指定袋の印刷内容は、表１のとおりとし、片面単色印刷(黒)とする。印刷の強度

は、水を付け、手で数回もんでもインクの剥離がなく、また市販のセロハンテー

プを印刷面に貼り付けてこれをはがしてもインクの剥離がない程度であること。 

 

表１ 指定袋の印刷内容 

区分 印字内容(表示)※ 

燃やせるごみ袋 南伊勢町指定ごみ袋 

もやせるごみ用(サイズ表記) 

◎指定された日の午前８時までに指定された場所に出し

ましょう。 

◎分別ルールが守られていない袋は収集しません。 

◎生ごみは水切りを十分に行ってください。 

◎燃えるごみ以外のものは入れないで下さい。 

【町章】 南伊勢町 

特記事項 もやせるごみ用の袋であることが複数の言語で確認でき

るように表記すること。 

言語の指定については受注者と協議する。 

※  

 

  （６）指定袋及びインクの材質は、「食品包装材料用印刷インキに関する自主規制」に

準拠し、有害物を発生するものを含有しないこと。 

      

 

  （７）（１）～（６）に定めるもののほか、関連する JIS 規格【ポリエチレンフイルム

製袋（JIS Z 1711-1994）等】に準じたものとすること。 

 

  （８）指定袋の包装は次のとおりとする。 

①指定袋包装単位は 10 枚入りとする。 

      外袋の材質は「低密度ポリエチレン」とし、各種指定袋は透明な外袋に入れ封

入し、外袋から 1 枚ごとに取り出しがしやすいよう、取出し口にはミシン目

加工を施すこと。 

     ②外袋の印刷内容は、各種とも片面単色印刷（黒）とし、外袋の印刷は指定袋が



封入された状態で見やすくなるよう留意すること。 

      外袋に印刷する品質表示は、家庭用品品質表示法に基づくものであること。ま

た、指定袋に係るﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（外袋表示用）を外袋に表示すること。 

      ※（注）ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ部分は白地に黒とする。 

     ③外袋及びインクの材質は、「食品包装材料用印刷インキに関する自主規制」に

準拠し、有害物を発生するものを含有しないこと。 

 

  （９）指定袋の梱包は、次のとおりとする。・・・別紙４ 

①指定袋の梱包は、各袋に 50 袋（500 枚）単位でダンボール箱（金属部分不可）

に箱詰すること。 

 

 

５ 履行期限 契約の日より令和７年１０月７日迄とする。 

 

６ その他 

  （１）受注者は、配送（納入）した指定袋に不良品が発見された場合は、当該不良品の

現物と引替に良品に取替えるなど適切な措置をとること。 

  （２）町が必要と認めるときには、受注者に対し、本業務に係る資料の提出を求め、又

は、検査を実施できるものとする。 

  （３）本仕様書に定めのない事項については、町及び受注者双方で協議の上処置するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１ 

 

袋 1 枚の形状 

 

燃えるごみ指定袋（大）サイズ 

45 ㍑ 0.025×470×800 ㍉ 黄色半透明(ＰＥＸ３３５２相当色) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 150 

 

800 

約 80 

470 

 

380 90 

※ 上部手提げ形状に付いては落

札業者と打ち合わせ 

※ 袋上部が手提げであること 

 



 

 

別紙２ 

 

袋 1 枚の形状 

 

燃えるごみ指定袋（中） 

30 ㍑ 0.025×360×700 ㍉ 黄色半透明(ＰＥＸ３３５２相当色) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 130 

 

700 

約 45 

360 

 

290 70 

※ 上部手提げ形状に付いては落

札業者と打ち合わせ 

※ 袋上部が手提げであること 

 



 

 

別紙３ 

 

袋 1 枚の形状 

 

燃えるごみ指定袋（小） 

0.025×290×500 ㍉ 黄色半透明(ＰＥＸ３３５２相当色) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 125 

 

500 

約 45 

290 

 

235 55 

※ 上部手提げ形状に付いては落

札業者と打ち合わせ 

※ 袋上部が手提げであること 



 

 

別紙４ 

 

梱包箱の形状 

 

梱包箱（側面の 4 ヶ所に印字） 

      

 

 

 

 

 

 

 

サイズ（㎝） 

大：縦４５ 横２７ 高さ１７程度 

 

中：縦４０ 横２２ 高さ１７程度 

 

小：縦３４ 横２９ 高さ９程度 

 

 


